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資料 1－① 自衛隊の災害派遣制度 

 
(注)  防衛省の資料による。 
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資料 1－② 調査対象とした自然災害における自衛隊災害派遣概要 

【平成 30年 7月豪雨】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【平成 30年北海道胆振東部地震】 
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【令和元年房総半島台風】

活動概要

連絡員（リエゾン）等の派遣

○ 千葉県庁等に最大時（9.21）約90名の連絡員を派遣
（9.9～11.5）

○ 最大時（9.21）約50名の連絡員を東京電力本社及び６事
業所に派遣し、共同調整所を設置（9.16～9.27）
○ 千葉県所在部隊が追加支援要望等の確認のため、各自治体
を巡回（10.1～10.7）

※赤字： 東電との共同調整所
（千葉：６カ所）

1 成田市 16 長柄町 31 長南町
2 南房総市 17 横芝光町 32 印西市
3 鴨川市 18 大網白里市 33 九十九里町
4 富里市 19 八街市 34 我孫子市
5 千葉市 20 木更津市 35 匝瑳市
6 市原市 21 君津市 36 白井市
7 館山市 22 山武市 37 いすみ市
8 芝山町 23 茂原市 38 御宿町
9 富津市 24 鋸南町 39 白子町

10 佐倉市 25 酒々井町 40 栄町
11 四街道市 26 大多喜町 41 東庄町
12 香取市 27 神崎町 42 旭市
13 多古町 28 銚子市 43 鎌倉市
14 東金市 29 睦沢町
15 袖ヶ浦市 30 勝浦市

主な活動内容

○ 停電復旧のための倒木等除去（9.10～9.27）
・ 計43市町、延べ約35,600人派遣

○ 給水支援（病院・一般住民向け）（9.10～9.25）
・ 計23市町、延べ約1,300ｔ

○ 入浴支援（9.11～9.25）
・ 計14市町、延べ約28,000名利用

○ ブルーシート展張支援（9.15～9.30、10.3、10.4）
・ 計27市町、延べ約1,820箇所

○ 患者輸送（9.10、9.14）
・ 患者計12名を木更津等から柏・松戸の病院へ搬送を実施

○ 輸送支援
・ 秋田県、徳島県、香川県及び熊本県の倉庫から千葉県へ約12,000
枚のブルーシートを輸送（9.15～9.16）
・ 館山市に集積された約2,000個のLEDランタンを八街市へ輸送
（9.17）

○ 災害廃棄物処理（9.26.27）
・ 館山市において道路に飛散した瓦礫の除去を実施

○ 情報収集（9.10、9.11、9.13～9.28）
・ ヘリ映像伝送機、ドローン等による情報収集

全般

○ ９月９日未明、房総半島台風(台風第15号）により関東地方を中心に多くの地点で最大風速の観測記録を更新、千葉県・
神奈川県等においては、倒木などに伴う大規模な停電・断水といった甚大なインフラ被害や、屋根の破損など多数の家屋被
害などが発生

○ ９月１０日、千葉県知事から災害派遣要請（給水支援、停電復旧のための倒木・土砂除去等、入浴支援等）
○ ９月１０日、神奈川県知事から災害派遣要請（停電復旧のための倒木除去等）
○ ９月１５日、東電本社に連絡員を派遣し、１６日に東電本社及び千葉県内６カ所に自衛隊・東電共同調整所を設置
○ ９月１７日、約3,000人で倒木除去を継続的に行うため、ローテーションの実施を含め、最大で10,000人で対応できる
態勢を確立

○ 現地活動人員延べ約54,000人(活動人員延べ約96,000人)により、停電復旧のための倒木等除去、給水・入浴支援などの
生活支援、ブルーシート展張支援などを実施

○ １１月５日、千葉県知事からの災害派遣撤収要請を受け、全ての災害派遣活動が終了

令和元年房総半島台風（台風１５号）に係る災害派遣

 
【令和元年東日本台風】 

活動概要

全般

○ 10月12日、東日本台風（台風第19号）による大雨に伴い、河川の氾濫や土砂災害が発生するなど、東北地方から関東甲
信越地方まで広範囲にわたる被害が発生。現地活動人員延べ約84,000人(活動人員延べ約880,000人)により、人命救助、
給水・入浴支援などの生活支援などを実施

○ 10月12日以降、12都県知事からの災害派遣要請を受け、陸上総隊司令官を指揮官とした統合任務部隊を編組し、31,000
人態勢（11月8日:陸自東北・東部方面隊による態勢に移行)

○ 10月14日、予備自衛官・即応予備自衛官を招集（11月9日招集終了。出頭者数計：即応予備自衛官368名、予備自衛官
53名）

○ 最大、12都県で実施していた活動は逐次終了し、11月30日、長野県知事からの撤収要請を受けて全ての活動を終了
（現地活動人員：最大時約5,500名（10月20日））

令和元年東日本台風（台風１９号）に係る災害派遣

活動内容 実績（延べ数）

人命救助 約2,040名

給水支援 約7,030ｔ

入浴支援 約70,230名利用

給食支援 約50,360食

災害廃棄物処理・道路啓開 約95,580ｔ・約100ｋｍ

防疫支援 約349,950㎡

ブルーシート展張 約1,040軒

【栃木県】（10/12-10/31）
給水支援、入浴支援、
災害廃棄物処理等、
輸送支援

【群馬県】（10/13）
人命救助、物資輸送

【長野県】（10/12-11/30）
人命救助、給食支援、
入浴支援、防疫支援
災害廃棄物処理等

【宮城県】（10/12-11/16）
人命救助、給水支援、
給食支援、入浴支援、
災害廃棄物処理等、
物資輸送

【茨城県】（10/13-11/10）
人命救助、給水支援、
給食支援、入浴支援、
災害廃棄物処理等、
輸送支援

【埼玉県】（10/13-11/1）
人命救助、
災害廃棄物処理等

【千葉県】（10/13-11/5）
人命救助、
家屋応急処置

【神奈川県】（10/13-11/13）
人命救助、給水支援、
災害廃棄物処理等、
電力復旧支援

【静岡県】（10/12-10/23）
人命救助、給水支援、
災害廃棄物処理等、
物資輸送

【東京都】（10/12-11/5）
人命救助、物資輸送

【福島県】（10/12-11/25）
人命救助、給水支援、
給食支援、入浴支援、
災害廃棄物処理等、
医療支援

【岩手県】（10/13-10/30）
給水支援、入浴支援、
災害廃棄物処理等、
輸送支援

統合任務部隊の編成
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【令和 2 年 7月豪雨】 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(注)  防衛省の資料による。 

 
 

資料 1－③ 調査対象市町村における自衛隊の活動状況 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(注)  当省の調査結果による。 
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資料 2-① 「地震、津波、台風及び火山噴火等の発生時における自衛隊の部隊等による情報 

収集について（通達）」（令和 3年 9月 3日付け統幕運 2第 127号）＜抜粋＞ 

2 通達の適用 

以下の状況において、本通達を適用し、情報収集を実施する。 

（1）地震（震度 5弱以上）の発生 

（2）南海トラフ地震臨時情報の発表 

（3）津波警報又は大津波警報の発表 

（4）台風等、被害が大規模と判断される状況の発生又はそのおそれの発生 

（5）火山噴火に係る特別警報の発表 

（6）気象等に係る特別警報及び氾濫発生情報、高潮氾濫発生情報の発表 
 

 

 

資料 2-② 愛媛県広域防災・減災対策検討協議会（令和元年 5月 21日開催）資料＜抜粋＞ 
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(注)  防衛省（中部方面特科隊）の資料による。 
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資料 2-③ 市町村危機管理・防災・消防担当課長会議（令和 3年 4月 21日開催）資料＜抜粋＞ 
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(注)  長野県の資料による。 
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資料 2－④ あさぎり町球磨川水害タイムライン（令和 3年 6月 23日作成） 

 
 
 

(注)  あさぎり町の資料による。 
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資料 2－⑤ 地域防災計画における自衛隊の活動拠点に関する記載例 

長野市 

地域防災計画 

（令和 3年 8月） 

（抜粋） 

風水害対策編 

第 3章 災害応急対策計画 

第 6節 自衛隊の災害派遣 

第 3 自衛隊の活動 

1 自衛隊の受入れ 

会計部会計班・検査班は、自衛隊の派遣が確定した場合、次のとおり

派遣部隊の受入れ体制を準備する。 

 

〈自衛隊の受入れ方法〉 

連 絡 窓 口 

○連絡担当者を定め、部隊の活動等について部隊その他関係機関に行

う要請は県の現地連絡調整者（長野地域振興局長等）を通じて行い、

連絡窓口を一本化する。 

作 業 体 制 

○応援を求める作業について、速やかに作業計画を立てる。 

○必要な資料や資機材等を確保する。 

○作業に関係のある管理者の了解をとる。 

自衛隊集結地 
長野運動公園、南長野運動公園、真島総合スポーツアリーナ（ホワイ

トリング） 

受入 れ拠点 

○部隊の宿舎、部隊の活動に要する資材等について現地連絡調整者か

ら要請があったときは、やむを得ない事情がある場合を除き、これに

協力する。 

○ヘリポートを設置し、確保する。 

○宿舎、屋内施設を確保する。 

○資材置場、炊事ができる広場を確保する。 

○事務のできる部屋、駐車場を確保する。 

○派遣部隊の活動に対し、周辺住民の積極的な協力を求める。 

  

館山市 

地域防災計画 

（令和 3年 4月） 

（抜粋） 

第 2編 地震・津波編 

第 3章 災害応急対策計画 

第 9節 広域応援の要請 

3 千葉県大規模災害時における応援受入計画 

（1）救援部隊  

被災状況等に応じて、広域防災拠点に指定している施設から、救援

部隊の受入れ施設を選定する。  

本市に係る広域活動拠点は、次のとおりである。 

 

広域防災拠点（広域活動拠点等） 
支援ゾーン 施設名 備考（用途） 

 

 

 

館山・鴨川・勝浦ゾーン 

海上自衛隊館山航空基地 

航空自衛隊峯岡山分屯基地 

鴨川市総合運動施設 

道の駅ふれあいパークきみつ 

県立館山運動公園 

旧安房南高校 

市営市民運動場 

自衛隊 

自衛隊 

自衛隊、消防、警察 

自衛隊 

自衛隊、消防、警察 

消防 

消防 

  

あさぎり町 

地域防災計画 

（令和 3年 6月） 

（抜粋） 

第 4章 災害応急対策計画 

第 5節 自衛隊災害派遣要請 

7 派遣部隊等に対する処置 

町は次の事項に留意するとともに、自衛隊の任務と権限を侵害すること

のないよう処置するものとする。 

（1）派遣部隊の宿泊施設または野営施設の便宜を与えること。 

※野営地は、あさぎり町総合グランドを予定 

 

(注)  下線は当省が付した。 
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資料 2－⑥ 「地震、津波、台風及び火山噴火等の発生時における自衛隊の部隊等による情

報収集について（通達）」＜抜粋＞ 
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資料 2－⑦ 「災害廃棄物の撤去等に係る連携対応マニュアル」（令和 2年 8 月環境省・防

衛省）＜抜粋＞ 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



63 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



64 
 

 

 



65 
 

資料 2－⑧ 自衛隊の災害派遣要請文書及び撤収要請文書の例 

○派遣要請文書（愛媛県） 
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○撤収要請文書（愛媛県） 

 



67 
 

○派遣要請文書（福島県） 

 



68 
 

○撤収要請文書（福島県） 

(注) 愛媛県及び福島県の資料による。 

 



69 
 

資料 2－⑨ 「令和元年台風 19号に伴う自衛隊災害派遣活動の態勢整理について」（令和元

年 11月 5日福島県防災専門監作成） 

 

(注) 福島県の資料による。 
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資料 2－⑩ 入浴支援に係る災害時応援協定の例 

○災害時における被災者等に対する入浴支援等に関する協定（愛媛県） 



71 
 

 



72 
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○災害時における入浴機会の提供に関する協定書（ときがわ町） 



75 
 

 

(注) 愛媛県及びときがわ町の資料による。 
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資料 3－① 地域防災計画の改定の例 

【木更津市地域防災計画（令和 3年 3月改定）】 

第 3編 風水害等編 

第 3章 災害応急対策計画 

第 1節 災害対策本部活動 

1 災害対策本部 

（下線部分は改定部分） 

改定後 改定前 

（8） 災害対策本部の機能強化 

イ 情報収集・発信体制の強化 

被害情報及び応急対策活動等に関する各種情

報を収集し、迅速かつ正確な情報を市民に発信

するため、情報収集・発信体制の継続的な強化を

図る。また、関係機関に対し、各機関のヘリコプ

ター等による情報収集を要請する等、幅広い手

段による情報収集に努める。 

 

（新設） 

  

 

【福島県地域防災計画（令和 3年 3月改定）】 

一般災害対策編 

第 2章 災害予防計画 

第 1節 防災組織の整備・充実 

第 6 県と自衛隊との連絡体制 

（下線部分は改定部分） 

改定後 改定前 

知事（危機管理総室）は、自衛隊への派遣要請が

迅速に行えるよう、あらかじめ要請の手順、連絡調

整窓口、連絡の方法を取り決めておくとともに、連

絡先の確認や連絡員の受入スペースの確保など必

要な準備を整えておくものとする。 

 

知事（危機管理総室）は、自衛隊への派遣要請が

迅速に行えるよう、あらかじめ要請の手順、連絡調

整窓口、連絡の方法を取り決めておくとともに、連

絡先など必要な準備を整えておくものとする。 

  

 

【芦北町地域防災計画（令和 3年 8月改定）】 

第 3章 災害応急対策計画 

第 8節 自衛隊派遣要請計画 

（下線部分は改定部分） 

改定後 改定前 

3 派遣部隊の撤退時期 

人命救助や道路啓開など、応急的な作業がおお

むね完了した時点で、町と自衛隊指揮者との間で

協議して撤退時期を決めるものとする。 

 

（新設） 

  

（注）木更津市、福島県及び芦北町の資料に基づき当省で作成した。 
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資料 3－② 市町村のための人的応援の受入れに関する受援計画作成の手引き（概要） 
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資料 3－③ 地方公共団体における防災担当職員（退職自衛官）の活動例 

○ 退職自衛官が市の災害対策本部マニュアルを策定した例（鹿屋市） 

 

災害対策本部マニュアル（令和 3 年 5 月）＜抜粋＞ 



79 
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○ 退職自衛官の発案に基づき、ハザードマップに、橋やトンネル等に名称を入れたり、

地名に振り仮名を振った例（山北町） 

 
 

(注)  鹿屋市及び山北町の資料に基づき当省で作成した。 

 

 




